
（15） （14）

▼
埼
玉
県
表
彰
規
則
に
よ
る
知
事
表
彰

　

地
方
自
治
功
労

　
　

小
林　
　

雄（
選
挙
管
理
委
員
会

　
　

委
員
）

　

交
通
安
全
功
労

　
　

栗
田　

年
子（
交
通
指
導
員
）

▼「
県
民
の
日
」記
念
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

　

入
選

　
　

増
田　

結
人（
上
高
野
小
３
年
）

▼
シ
ラ
コ
バ
ト
賞

　

心
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
る
活
動

　
　

女
声
コ
ー
ラ
ス
フ
ル
ー
レ
ッ
ト

　
　

す
こ
や
か
「
食
」の
会

　

郷
土
を
知
り
、
郷
土
を
想
う
活
動

　
　

木
村　

二
葉

問
合
せ　

秘
書
課　

内
線
２
２
２

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

２
月
５
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
１
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室　

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

　

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）
で
も

　

問
合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
公
社
）
埼
玉
県
宅
地
建
物

　

取
引
業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）

　

１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

室

と
き　

２
月
５
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

※
１
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

今

月

の

納

税

な

ど

市
・
県
民
税　
　
　
　
　
　
　

第
４
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
７
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
７
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
７
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高

不
足
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

１
月
27
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

１
月
10
日（
木
）午
後
５
時
15
分
～

　

９
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最
終
日
曜
日
市
役
所
開
庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）、
市
役
所
の
一
部
を

開
庁
し
ま
す
。１
月
は
27
日（
日
）で
す
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
１
月
は

29
日（
火
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５   

　

０
・

（
48
）０
１
２
０

下
水
道
事
業
受
益
者

負
担
金
の
納
期
で
す

　

今
月
は
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担

金
の
第
２
期
の
納
期
で
す
。
１
月
31
日

（
木
）ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）
３
３
４
０
・

　

（
48
）０
１
２
０

　

☎（
25
）１
２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋
調

　

査
士
会
埼
葛
支
部
☎（
40
）１
５
５
１

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

　

幸
手
都
市
計
画
の
変
更
に
あ
た
り
、
都

市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ
く
案
の
縦
覧

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
内
容
に
つ
い

て
都
市
計
画
審
議
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
今
回
の
案
は
、
宮
代
和
戸
横
町
地
区

　

の
市
街
化
区
域
編
入
に
関
す
る
こ
と
。

▼
案
の
縦
覧「
幸
手
都
市
計
画
区
域

　

区
分
の
変
更
案（
埼
玉
県
決
定
）」

と
き　

１
月
８
日（
火
）
～
22
日（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
。

と
こ
ろ　

幸
手
市
都
市
計
画
課
、
宮
代

　

町
ま
ち
づ
く
り
建
設
課
、
杉
戸
町
都

　

市
施
設
整
備
課
、
埼
玉
県
都
市
計
画

　

課
、
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所

※
内
容
の
詳
細
や
意
見
書
提
出
な
ど
に

　

つ
い
て
は
、
１
月
８
日（
火
）か
ら
市

　

お
よ
び
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

▼
都
市
計
画
審
議
会

と
き　

１
月
28
日（
月
）午
前
11
時
か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
本
庁
舎
３
階
第
１
委

　

員
会
室

※
傍
聴
さ
れ
る
人
は
、
当
日
午
前
10
時

　

30
分
ま
で
に
本
人
が
受
付
を
し
て
く

　

だ
さ
い
。
定
員
10
人
を
超
え
た
場
合

　

は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

都
市
計
画
課　

内
線
５
６
５
、

　

埼
玉
県
都
市
計
画
課
☎
０
４
８（
８
３

　

０
）５
３
４
１

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
お
知
ら
せ

▼
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
立
候
補
予
定

　

者
説
明
会

　

４
月
21
日
に
行
わ
れ
る
幸
手
市
議
会

議
員
一
般
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
に
対

す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

３
月
１
日（
金
）午
後
１
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
研
修
室

内
容　

立
候
補
の
手
続
き
な
ど

※
立
候
補
予
定
者
を
含
め
３
人
ま
で
。

▼
中
島
用
悪
水
路
土
地
改
良
区
総
代
総
選
挙

　

任
期
満
了
に
伴
う
中
島
用
悪
水
路
土

地
改
良
区
総
代
総
選
挙
が
、
つ
ぎ
の
と

お
り
行
わ
れ
ま
す
。

選
挙
期
日　

１
月
22
日（
火
）

告
示
日　

１
月
15
日（
火
）

投
票
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会　

内
線

　

５
１
２
、
５
１
３
・

（
44
）
０
４
８
５

募

集

し

ま

す

◎
公
立
小
・
中
学
校
市
費
任
用
職
員

　

い
ず
れ
も
申
込
み
は
、
１
月
８
日

（
火
）か
ら
21
日（
月
）ま
で
で
す
。

▼
小
・
中
学
校
教
育
支
援
員

資
格　

教
育
職
員
免
許
状
を
有
す
る
人

※
免
許
更
新
は
不
要
。

業
務　

児
童
・
生
徒
の
学
習
支
援
、
中

　

学
生
へ
の
国
語
・
数
学
・
英
語
の
学

　

習
支
援

勤
務　

１
日
あ
た
り
６
時
間（
年
間

　

応
じ
ら
れ
る
知
識
や
経
験
を
有
す
る
人

業
務　

不
登
校
児
童
・
生
徒
の
学
習
面

　

や
生
活
面
へ
の
援
助

勤
務　

１
日
６
時
間
、
毎
月
12
日
程
度

募
集
人
数　

若
干
名

▼
さ
っ
て
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
講
師

資
格　

学
校
教
育
に
理
解
が
あ
り
、
児

　

童
の
学
習
・
生
活
指
導
に
知
識
、
経

　

験
の
あ
る
人

業
務　

市
内
の
小
学
校
に
お
い
て
、
児

　

童
の
放
課
後
学
習
の
支
援

勤
務　

１
日
２
時
間
、
週
２
～
４
日

募
集
人
数　

若
干
名

▼
学
校
図
書
館
協
力
員

資
格　

児
童
・
生
徒
の
読
書
活
動
推
進

　

に
協
力
で
き
る
人

業
務　

市
内
各
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、

　

学
校
図
書
館
の
蔵
書
管
理
・
環
境
美

　

化
・
授
業
な
ど
で
の
支
援

勤
務　

１
日
３
時
間
、週
２
日
程
度（
年

　

間
90
日
）

募
集
人
数　

若
干
名

問
合
せ　

指
導
課　

内
線
６
３
２

◎
公
立
保
育
所
の
パ
ー
ト
保
育
士

対
象　

保
育
士
資
格
を
有
す
る
人

勤
務　

月
曜
～
土
曜
日
の
う
ち
５
日

勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４

　

時
30
分
ま
た
は
、
午
前
７
時
30
分
～

　

午
後
７
時
の
う
ち
７
時
間

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）
８
４

　

５
４
・
（
42
）２
１
３
０

◎
福
祉
避
難
所
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

災
害
発
生
時
に
開
設
さ
れ
た
場
合
の

　

２
０
０
日
）

募
集
人
数　

若
干
名

▼
日
本
語
指
導
員

資
格　

学
校
教
育
に
理
解
が
あ
り
、
外

　

国
語
を
母
語
と
す
る
児
童
・
生
徒
の

　

学
習
を
支
援
す
る
こ
と
の
で
き
る
知

　

識
や
経
験
を
有
す
る
人

業
務　

担
当
教
諭
の
補
助
的
役
割
・
児

　

童
・
生
徒
の
学
習
支
援

勤
務　

１
日
４
時
間
、
週
２
日（
年
間
35
週
）

募
集
人
数　

若
干
名

▼
さ
わ
や
か
相
談
員

資
格　

学
校
教
育
に
理
解
が
あ
り
、
児

　

童
・
生
徒
・
保
護
者
の
悩
み
に
つ
い

　

て
相
談
に
応
じ
る
こ
と
の
で
き
る
知

　

識
や
経
験
を
有
す
る
人

業
務　

児
童
・
生
徒
お
よ
び
保
護
者
の

　

相
談
や
援
助

勤
務　

１
日
５
時
間
、
週
５
日

募
集
人
数　

若
干
名

▼
ふ
れ
あ
い
相
談
員

資
格　

学
校
教
育
に
理
解
が
あ
り
、
児

　

童
・
生
徒
の
悩
み
に
つ
い
て
相
談
に

　

応
じ
る
こ
と
の
で
き
る
知
識
や
経
験

　

を
有
す
る
人

業
務　

児
童
・
生
徒
の
相
談
お
よ
び
援
助

勤
務　

１
日
４
時
間
、
週
４
日（
年
間

　

１
４
０
日
）

募
集
人
数　

若
干
名

▼
心
す
こ
や
か
支
援
員

資
格　

教
育
職
員
免
許
状
を
有
す
る
人

　

で
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
悩
み
を
理

　

解
し
、
学
習
面
・
生
活
面
の
支
援
に

福
祉
避
難
所（
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど

を
受
け
入
れ
る
二
次
的
避
難
所
）
で
、
要

配
慮
者
の
支
援
に
あ
た
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
し
ま
す
。

活
動
内
容　

物
資
の
配
給
・
管
理
な
ど

　

運
営
に
関
す
る
活
動
お
よ
び
要
配
慮

　

者
の
避
難
生
活
支
援

対
象　

活
動
内
容
に
協
力
で
き
る
人

※
医
療
、
介
護
、
福
祉
の
分
野
で
資
格
・

　

経
験
の
あ
る
人
、
大
歓
迎
で
す
。

登
録　

幸
手
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
配

　

布
の
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
カ

　

ー
ド
」に
記
入
の
上
、
提
出

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３

　

５
ま
た
は
社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）

　

３
２
７
７

◎
社
会
福
祉
協
議
会
パ
ー
ト
職
員

対
象　

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

募
集
人
数　

若
干
名

業
務　

障
害
者
自
立
支
援
施
設
で
の
生

　

活
支
援
員
補
助

勤
務
場
所　

幸
手
市
障
害
者
自
立
支
援

　

施
設
さ
く
ら
の
里
・
な
の
は
な
の
里

勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４

　

時
30
分（
週
３
日
～
５
日
）

賃
金　

時
給
９
５
０
円

問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）３

　

２
７
７
・

（
40
）１
４
６
０

１
月
10
　

日
は
１
１
０
番
の
日

　

１
１
０
番
は
緊
急
通
報
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
で
す
。

▼
1
1
0
番
通
報
時
の
重
要
ポ
イ
ン
ト

県
民
の
日
各
賞
受
賞

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

平
成
30
年
度
県
民
の
日
記
念
式
典
に

て
表
彰
さ
れ
た
み
な
さ
ん
は
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す（
順
不
同
・
敬
称
略
）。

No smoking

　

①
事
件
で
す
か
？
事
故
で
す
か
？

　

②
そ
れ
は
い
つ
で
す
か
？　

③
場
所

　

は
ど
こ
で
す
か
？　

④
犯
人
を
見
ま

　

し
た
か
？　

⑤
現
場
は
ど
う
な
っ
て

　

い
ま
す
か
？　

⑥
あ
な
た
の
こ
と
を

　

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

緊
急
時
以
外
の
相
談
は
、
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
☎
＃
９
１
１
０（
受
付
24
時
間
）を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

幸
手
警
察
署
☎（
42
）０
１
１
０

予
備
自
衛
官
補
募
集

受
付
期
間　

１
月
７
日（
月
）
～
４
月

　

12
日（
金
）

種
目　

①
一
般
、
②
技
能

応
募
資
格　

①
日
本
国
籍
を
有
す
る
18

　

歳
以
上
34
歳
未
満
の
人　

②
日
本
国

　

籍
を
有
す
る
18
歳
以
上
で
国
家
免
許

　

資
格
な
ど
を
有
す
る
人

試
験
日　

４
月
20
日（
土
）～
24
日（
水
）

　

の
指
定
さ
れ
た
１
日

問
合
せ　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部

　

さ
い
た
ま
地
域
事
務
所
☎
０
４
８

　

（
６
５
１
）２
４
２
０

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５

　

会
議
室　
　

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・

　

リ
フ
ォ
ー
ム
・
耐
震
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問

　

合
せ
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎

　

（
34
）３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸

　

手
支
部
☎（
59
）３
８
１
２
、（
一
社
）

　

埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支
部
・
幸
手
部

　

会
☎（
48
）０
８
７
５

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

１
月
15
日（
火
）
午
後
１
時
30

　

分
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２

　

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

　

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

　

農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
、
外
国

　

人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

　

支
部
☎
０
４
８（
８
１
２
）５
０
９
２

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

と
き　

１
月
17
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２

　

会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分

　

筆
、
地
目
変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ　

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部

■
11
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
２
６
件（
交
通
事
故
25
件
、
急
病
１
３
７
件
、
そ
の
ほ
か
64
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
１
件

　
火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

☎


